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Market Column 
「守り」 重視に傾く自動車販売  
 
自動車メーカーの販売戦略が、＂攻め”から

＂守り”重視へと大きく転換しています。背景に

は、歯止めのとまらない新車販売の減少、若者

のクルマ離れなど、販売をめぐる厳しい環境が

あります。 
５月の新車販売台数（軽自動車除く）は、２３

カ月連続で前年割れ。５月単月では３１年前の

水準にまで低迷し、新車の買い替え期間も６.８
年とこの１０年間で２年も延びています。 
        ◆        ◆ 
 値引き合戦で攻勢をかけるよりも、既存の顧客

をどうケアしていくか――。メーカーや販社は、

囲い込みに知恵を絞っています。 
 
  クルマの豆 知 識 

コーションプレート 
 （caution plate） 

自動車の詳細な素性を記した金属板のこ 
とです。5cm×10cmほどの大きさのもの 
で、通常はエンジンルーム内などに貼り付 
けられています。 
ここには、メーカーや車 
両型式、車台番号、ボ 
ディカラー、エンジン型式 
などが刻印されています。 
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クルマの点

検からコーテ

ィング、車検

クーポン券な

ど、販社は顧

客サービスを

拡充。他の整

備工場へいかないようにつなぎ留め、買い替え

に持ち込もうと懸命です。 
メーカーも新車開発の期間を縮め、断続的に

市場を刺激。トヨタは国内市場を細分化して、徹

底的にマーケティングする特別チームを設置し

ました。 
        ◆        ◆ 
しかし、総人口の伸び悩みはどうしようもあり

ません。さらに問題なのは、人口増加が続く首

都圏でさえ、新車が売れないことです。 
 東京一極集中や都心回帰で地域の人口は増 
えても、地価の上昇で駐車場の料金は値上げと

なり、公共交通機関も発達しているため、自動

車離れが進んだことは確かです。 
こうしたなか、「保有ではなく利用」を喚起しよ

うと、レンタカーやオートリースなどのビジネスが

新たな活路を見いだしつつあります。カーシェ

アリングの動きも少しずつ膨らんできました。 

決定打ではないものの、自動車をめぐる業界に

も新しい動きが見えつつあります。 

私たちは環境と福祉を考え、健全なモーター・ライフを応援しています。 
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 アーリア アウトソーシング グループ  
＂許認可申請＂はアーリアまで 

HPからのお問い合わせも可能 
アーリア行政書士法人の「許認可申請事業

部」は、各種の許認可申請に必要な書類の作

成や手続きから、事前の要件調査や現地調査

も含めた一切の業務を代行しています。 

このほど、ホームページ上に「許認可申請事

業部」担当者への直接のお問い合わせメール

アドレスを設定。自動車運送事業のほか、建設

事業や産業廃棄物の許可申請に関するお問い

合わせ等を承っております。 

アーリア行政書士法人 許認可申請事業部 

Tel：078-453-3335 
      info-kyoninka@aria-group.or.jp 

 
派遣は実績のあるセッテ ソーニに 

JR 三ノ宮駅前「ミント神戸」１６階にオフィスを
置く人材派遣会社「セッテソーニ」は、自動車販

売業界などを中心に、幅広くスタッフの紹介を

行っています。 
派遣は実績のある当社に！！スタッフ登録も

受け付け中（要予約）です。お気軽にお越しくだ

さい。営業時間は１９時まで。 
【フリーダイヤル】  ０１２０－１０６９－５１  
【住所】〒651-0096 神戸市中央区雲井通 7-1-1 
ミント神戸１６階   セッテ ソーニ 株式会社 
 

Ａｕｔｏ－Ｎｅｗｓ  
◆ ダイハツ資料展示館に名車ずらり 
 ５月オープン

したダイハツ資

料展示館「ヒュ

ーモビリティ・ワ

ールド」（大阪府

池田市）に、黎

明期の傑作３輪車「BEE」や「ミゼット」、幻のショ
ーカー「ダイハツ・スポーツ」(６３年=写真：ﾀﾞｲﾊ
ﾂＨＰ)、レーシングカー「ダイハツ P5」（６７年）な
ど、モーターファン垂涎の名車が展示されてい

ます。当面は小学校の社会科見学のみですが、

８月ごろからは一般見学者の入館も検討してい

るそうです。 

 
◆ 道路交通法改正案が成立 
飲酒運転の罰則引き上げが軸 
飲酒運転の罰則強化を軸とした「道交法改正

案」柱に、衆院本会議で可決・成立。改正は０１

年以来。 
酒酔い運転は５年以下の懲役または１００万

円以下の罰金（現行３年／５０万円）、酒気帯び

は３年以下または５０万円以下（１年／３０万円）、

ひき逃げは１０年以下または１００万円以下（５年

／５０万円）、飲酒ひき逃げは１５年以下（７年６

月以下）となります。 
酒類提供にも罰則を新設。酒酔い運転の場

合は３年以下または５０万円以下、酒気帯びは２

年以下または３０万円以下です。 
このほか、飲酒運転への同乗を禁じた「同乗

罪」、７５歳以上の認知機能検査の導入などが

盛り込まれています。 
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自 動 車 月 間 販 売 台 数   ５月 資料出典／日本自動車販売協会連合会 日本自動車輸入組合  

（▼は前年同月比マイナス、印なしはプラス）  

新   車 総 合 計 登録車合計   軽自動車合計 

 普通乗用車 小型乗用車  
販 売 台 数 （台） 378,798 235,640 82,173 117,265 143,169 

前年同月比 （％） ▼6.3 ▼8.3 ▼3.3 ▼11.2 ▼2.9 

   

中 古 車 総 合 計 普通乗用車 小型乗用車 普通貨物車 小型貨物車 

登 録 台 数 （台） 373,082 145,822 170,753 19,389 25,889 

前年同月比 （％） ▼4.6 ▼2.8 ▼4.8 ▼2.2 ▼14.6 

   

輸 入 車 ( 新 車 ) 総 合 計 外国メーカー車  同 ( 中 古 車 ) 総 合 計 普通乗用車 

販 売 台 数 （台） 20.743 17,497  45,818 34,057 

前年同月比 （％） 5.8 ▼5.2  ▼2.9 0.1 

 ５ 月の 自 動 車 販 売  
【登録車 新車販売】 
前年同月比８.３％減で、２３カ月連続のマイナス
です。普通乗用車が同３.３％減、小型乗用車は
同 11．2％減となっています。 
【軽自動車 新車販売】 
前年同月比２.９%減。１６カ月ぶりにマイナスと
なった前月に続き、２カ月連続の前年割れ。車

種別では乗用車が同０.６％減の１０万７６４０台。 
【中古車 登録台数】 
前年同月比４．６％減。1４カ月連続で前年実績
を下回っています。乗用車やトラックなど全ての

車種でマイナスです。 
輸 入 車 【新車・中古車 登録台数】 
新車は、日産のデュアリス効果で前年同月比５.８％
増の２万７４３台。外国メーカー車に限れば同５.
２％減の 1万７４９７台でした。 
 

 ５ 月の 販 売 ランキング (登録車)   
順 通 称 名 メーカー 台 数 前年比% 

1 カローラ トヨタ 10,198 103.9 
2 ヴィッツ 〃 7,814 95.1 
3 フィット ホンダ 6,077 85.1 
4 パッソ トヨタ 5,945 109.5 
5 ヴォクシー 〃 5,252 124.0 
6 デミオ マツダ 4,760 109.0 
7 クラウン トヨタ 4,538 83.5 
8 セレナ 日産 4,502 116.2 
9 エスティマ トヨタ 4,461 83.0 

10 ストリーム ホンダ 4,434 419.1 

軽自動車を含めると、４カ月連続でワゴンＲが１

位、ムーヴが 2 位。上位１０車種中６車種が軽と
なり、残り４車種も小型車が占めました。軽・小型

車シフトを裏付けるランキングといえます。 
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 自 動 車 登 録  Ｑ＆Ａ  
   忙しいので、代理人に 
住所変更を頼みました。 
クルマの所有者と使用者が 
別なのですが、委任状は？ 
 

Ａ．委任状は所有者と使用者の 
２つが必要です。 

 
住所変更を届けるには、変更登録 
が必要です。今回は代理人が申請す 
るということですので、委任状が必要 
になります。 
 
車検証を見れば、所有者と使用者 
が記されていますが、そこに記された 
の名前が異なる場合には、両者の委 
任状が必要です。 
 
つまり使用者の委任状、所有者の 
委任状の両方をそろえなければなり 
ません。 

 
 
 
 
 

ローンでクルマを購入した場合な 
ど、所有者と使用者が別に記載される 
ことがあるので、注意してください。 
 
 
 

Ａｕｔｏ－Ｅｖｅｎｔ 
クラシックカー・フェスティバル  

－ 筑波ミーティングサマー － 
  会期：７月１６日（祝）  会場：筑波サーキット 
 
 編 集 後 記 
◆タクシー業界、地方で参入規制など 
国交省が、タクシー業界

への新規参入や台数増加

の規制に乗りだすようです。

東京、大阪、名古屋など大

都市は対象外で、競争が激

化している地方の中核都市

などで、今秋にも規制に踏み切る方針。 
タクシー参入や台数増加は、０２年に免許制

から許可制に移行。これにより地方は供給過剰

となりました。ここにきて、再度 “蛇口” を閉めよ

うということですが、現在の飽和状態がどうなる

のか、見えない点もあります。 （FS） 
 

 
  Ｆour Seasons 発行  
アーリア行政書士法人 

   〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 33 

    兵庫陸運支局西隣 （兵庫県自動車会館１ 階） 
    Tel.078-453-3477  Fax.078-453-3478 
                        http://106951.com 
セッテ ソーニ株式会社 
 〒651-0096 神戸市中央区雲井通７-１-１ 

ミント神戸 16階 
Tel.078-291-4686  Fax.078-291-4787 

http://www.settesogni.co.jp 
 


